（様式４）

地域開放事業　企画提案書 

２　事業の取組み
（１）現状、施設開放のスケジュール調整・施設使用申請方法は、各校によって異なります。具体的には、提出期限を設けて期限までに各団体がそれぞれ申請書を提出する場合と、数か月に１回の利用者調整会議を開催し、会議内でスケジュール調整を行ったうえで申請書を提出するという大きく二つの方法によります。これらを統一するとともに、スケジュール調整や施設使用申請の効果的・効率的な取組みについて貴社の考えをご記入願います。
	


（２）地域開放事業の施設使用申請事務においては、団体代表及び申請者の住所、氏名、連絡先などの多数の個人情報を取扱うことになります。個人情報保護の方針や規約の整備及び適切な業務を遂行するにあたっての考え方やその方法等についてご記入願います。

	


（３）大田区としては、区立中学校部活動の地域連携・地域移行を進めています。こうした中、これまでは当該学校の教職員が各部活動の担当として従事していたため、活動場所については自校の校庭等を活用すれば問題ありませんでしたが、合同部活動の実施や部活動への外部人材の活用が見込まれる中、部活動を行ううえで活動場所の調整・確保が必要となります。こうした状況下おいて、校庭・体育館等を含む学校施設の地域開放事業は重要な役割を担うことが見込まれますが、どのようなスキームを構築すれば全体的にスムーズな調整が行えるのか、貴社の考えをご記入願います。
	


